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外
交
史
料
館
で
は
、
外
務
省
周
年
事
業
や
外
交
史
上
の
重
要
事
件
・
人
物
に
ち

な
ん
だ
特
別
展
示
を
開
催
し
て
い
る
。
外
交
史
料
館
の
展
示
室
が
二
〇
二
四
（
令

和
六
）
年
四
月
、
麻
布
台
ヒ
ル
ズ
森
Ｊ
Ｐ
タ
ワ
ー
五
階
に
移
転
し
て
以
降
、
初
め

て
の
特
別
展
示
と
な
る
本
展
示
で
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
七
月
一
六

日
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
調
印
さ
れ
た
「
日
英
通
商
航
海
条
約
」
を
採
り

上
げ
た
。
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
領
事
裁
判
権
が
撤
廃
さ
れ
、
明
治
政
府

の
重
要
外
交
課
題
で
あ
っ
た
条
約
改
正
は
大
き
く
前
進
し
た
が
、
本
展
示
で
は
、

二
〇
二
四
年
で
締
結
一
三
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
の
条
約
の
調
印
書
と
批
准
書
を
原

本
で
展
示
し
た
。
ま
た
調
印
当
時
外
相
だ
っ
た
陸
奥
宗
光
に
焦
点
を
当
て
、
条
約

改
正
の
促
進
に
傾
け
た
熱
意
と
努
力
を
「
陸
奥
宗
光
と
条
約
改
正
」
と
題
し
て
パ

ネ
ル
で
紹
介
し
た
。
開
催
期
間
は
二
〇
二
四
年
七
月
一
二
日
～
八
月
三
一
日
。
展

示
史
料
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

陸
奥
宗
光
外
務
大
臣
よ
り
建
野
郷
三
駐
米
公
使
宛
公
信

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
九
月
一
一
日

陸
奥
外
相
は
大
臣
就
任
後
お
よ
そ
一
年
を
か
け
て
準
備
を
整
え
、
一
八
九
三
年

七
月
八
日
、
閣
議
で
条
約
改
正
の
交
渉
方
針
を
決
定
し
た
。
展
示
し
た
こ
の
公
信

は
、
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
開
始
を
命
じ
た
も
の
で
、
従
来

の
方
針
を
見
直
し
、
欧
米
諸
国
と
「
対
等
条
約
」
の
締
結
を
目
指
す
こ
と
が
謳
わ

れ
て
い
る
。
改
正
交
渉
は
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
の
三
国
と
行
わ

れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
一
番
難
し
い
と
思
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
交
渉
が
最
初
に

妥
結
し
た
。
こ
の
史
料
の
冒
頭
に
は
、
発
信
を
許
可
す
る
旨
の
陸
奥
外
相
の
直
筆

の
サ
イ
ン
（
花
押
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

特
別
展
示

「
日
英
通
商
航
海
条
約

―
陸
奥
宗
光
と
条
約
改
正
―
」
に
つ
い
て
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日
英
通
商
航
海
条
約
（
調
印
書
）

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
七
月
一
六
日
調
印

青
木
周
蔵
駐
英
公
使
と
キ
ン
バ
リ
ー
（,

JN
CFSMFZ

）
外
相
が
ロ
ン
ド
ン
で
調

印
。
調
印
五
年
後
に
実
施
す
る
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
領
事

裁
判
権
は
撤
廃
さ
れ
、最
恵
国
条
項
も
相
互
的
に
改
め
ら
れ
た
。
一
方
で
日
本
は
、

外
国
人
居
留
地
を
廃
止
し
て
、
外
国
人
に
内
地
を
開
放
し
、
旅
行
・
居
住
・
商
業

の
自
由
を
与
え
た
。
そ
の
後
、
他
の
国
々
と
も
同
様
の
条
約
を
結
び
、
条
約
改
正

は
大
き
く
前
進
し
た
。

日ӳ௨ߤւ（ௐҹॻɾॺ໊෦）

日ӳ௨ߤւ（ௐҹॻ）
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日
英
通
商
航
海
条
約
（
批
准
書
）

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
八
月
二
五
日
批
准
書
交
換

批
准
書
交
換
は
東
京
で
行
わ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
批
准
書
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

女
王
の
直
筆
サ
イ
ン
が
あ
る
。
こ
の
批
准
書
に
は
金
属
の
蝋
缶
（
ろ
う
か
ん
）
が

付
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
条
約
書
を
綴
じ
た
ヒ
モ
を
缶
に
通
し
、
ロ
ウ
で
固
め
て

ヒ
モ
を
固
定
し
た
も
の
で
、
形
式
的
で
は
あ
る
が
、
綴
じ
ヒ
モ
を
固
定
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
以
上
手
を
加
え
な
い
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い
る
。
蝋
缶
は
一
九
世
紀

頃
ま
で
の
欧
米
の
条
約
書
に
一
般
に
見
ら
れ
る
形
式
で
、缶
の
内
部
は
蜜
ロ
ウ（
ミ

ツ
バ
チ
の
巣
か
ら
搾
り
取
っ
た
ロ
ウ
）
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
内
部
の
ロ
ウ
に
は

国
璽
（
こ
く
じ
・
国
家
の
表
章
と
し
て
押
す
印
）
が
押
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
に
よ
っ

て
そ
の
国
家
が
条
約
の
内
容
を
認
証
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

日ӳ௨ߤւ
（൷।ॻɾ؈）

日ӳ௨ߤւ（൷।ॻ）
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◎
パ
ネ
ル
展
示
「
陸
奥
宗
光
と
条
約
改
正
」

陸
奥
宗
光
は
、
駐
米
公
使
時
代
の
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
、
メ
キ
シ
コ
と

の
交
渉
で
「
日
墨
修
好
通
商
条
約
」
の
締
結
に
成
功
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
日
本

の
法
律
に
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
メ
キ
シ
コ
国
民
の
居
住
・
商
業
に
日
本
内
地

を
開
放
す
る
内
容
で
、
欧
米
諸
国
と
の
初
の
対
等
条
約
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
陸

奥
は
、
条
約
交
渉
を
実
際
に
経
験
し
、
外
相
就
任
以
前
か
ら
改
正
の
要
点
を
熟
知

し
て
い
た
。

陸
奥
は
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
八
月
、
外
相
に
就
任
す
る
と
、
お
よ
そ
一

年
を
か
け
て
条
約
改
正
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
改
正
案
は
、
（�）
内
地
を
開
放
し
、

外
国
人
に
旅
行
・
居
住
・
商
業
の
自
由
を
与
え
る
、
（�）
外
国
領
事
に
よ
る
裁
判
を

撤
廃
す
る
、
（�）
居
留
地
を
廃
止
す
る
、
（�）
新
条
約
は
調
印
の
五
年
後
に
実
施
す
る
、

と
い
う
内
容
で
、
一
八
九
三
年
七
月
八
日
、
完
全
な
対
等
条
約
を
目
指
す
方
針
が

閣
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
は
、
相
手
国
の
中
で
特
に
重
要
と
考
え
る
イ
ギ

リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
の
三
国
と
の
交
渉
を
開
始
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
と
の
交
渉
で
は
、
青
木
周
蔵
公
使
が
キ
ン
バ
リ
ー
外
相
と
会
談
を
重

ね
た
。
青
木
公
使
は
陸
奥
外
相
と
同
年
の
生
ま
れ
で
、
元
外
相
で
も
あ
る
の
で
、

条
約
交
渉
に
一
家
言
を
も
つ
人
物
だ
っ
た
が
、
陸
奥
は
巧
み
に
青
木
を
誘
導
し
て

交
渉
を
進
め
た
。
日
英
交
渉
は
一
進
一
退
の
状
況
で
、
日
本
に
と
っ
て
困
難
な
交

渉
が
続
け
ら
れ
た
。

一
方
、
条
約
改
正
は
国
内
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
抑
え
る
か
も
重
要
な
課
題

だ
っ
た
。
一
八
九
三
年
一
一
月
に
始
ま
っ
た
帝
国
議
会
で
は
、
対
外
硬
と
呼
ば

れ
る
一
派
が
「
条
約
励
行
論
」
を
主
張
し
た
。
当
時
、
内
地
雑
居
は
尚
早
と
の

意
見
が
根
強
く
、
現
行
の
条
約
を
外
国
人
に
厳
格
に
適
用
し
て
、
居
留
地
外
で

の
活
動
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
た
主
張
だ
っ
た
。
政
府
は
「
条

約
励
行
論
」
が
外
国
か
ら
外
国
人
排
斥
運
動
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、

現
行
条
約
励
行
の
建
議
案
が
上
程
さ
れ
る
と
、
議
会
を
一
〇
日
間
停
会
と
し
た
。

停
会
明
け
の
一
二
月
二
九
日
、
陸
奥
外
相
は
衆
議
院
で
演
説
し
、「
開
国
は
明
治

維
新
以
来
の
日
本
の
国
是
」
と
述
べ
て
、
内
地
開
放
の
方
針
を
貫
い
た
。
同
日
、

政
府
は
対
外
硬
派
の
大
日
本
協
会
に
解
散
を
命
じ
、
翌
三
〇
日
に
は
議
会
解
散

に
踏
み
切
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
東
京
で
英
国
人
宣
教
師
の
シ
ョ
ウ
が
暴
漢
に
襲
わ
れ
、

助
け
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巡
査
が
救
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
件
が
起

き
て
、イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対
日
態
度
は
硬
化
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
青
木
公
使
か
ら
、

シ
ョ
ウ
事
件
の
影
響
で
条
約
改
正
交
渉
が
停
滞
し
て
い
る
と
の
報
告
が
、
一
二

月
三
〇
日
、
東
京
に
届
い
た
。
し
か
し
「
条
約
励
行
論
」
に
対
す
る
日
本
政
府

の
一
貫
し
た
態
度
は
、
外
国
人
排
斥
運
動
へ
の
確
固
た
る
対
応
と
し
て
英
国
側

に
好
感
を
与
え
た
。
英
国
の
駐
日
代
理
公
使
は
一
二
月
三
一
日
、
外
相
の
議
会

演
説
は
日
本
政
府
が
進
め
る
政
治
方
針
を
十
分
に
立
証
す
る
も
の
と
し
て
高
く

評
価
す
る
と
の
手
紙
を
陸
奥
へ
送
っ
た
。
こ
う
し
て
日
英
間
の
条
約
改
正
交
渉

は
好
転
へ
と
向
か
っ
た
。

そ
し
て
一
八
九
四
年
七
月
一
六
日
、
つ
い
に
「
日
英
通
商
航
海
条
約
」
が
調
印

さ
れ
た
。
新
条
約
で
は
領
事
裁
判
権
を
撤
廃
し
、
最
恵
国
条
項
を
相
互
的
な
も
の

に
改
め
た
。
他
方
で
外
国
人
居
留
地
は
廃
止
さ
れ
、
外
国
人
に
内
地
が
開
放
さ
れ

て
、
旅
行
・
居
住
・
商
業
の
自
由
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
日
英
条
約
を
皮
切
り
に
、
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日
本
は
各
国
と
新
条
約
を
締
結
し
、
条
約
改
正
事
業
は
大
き
く
前
進
し
た
。

条
約
改
正
の
進
展
は
、
国
内
の
法
典
整
備
な
ど
日
本
の
近
代
化
や
、
日
本
国
民

の
国
権
回
復
へ
の
要
求
、
極
東
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
の
対
抗
関
係
と
い

う
国
際
環
境
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
歴
代
外
交
担
当

者
の
努
力
が
結
実
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
陸
奥
外
相
の
熱

意
と
苦
心
は
、
成
功
の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。
陸
奥
は
功
労
者
と
し
て
賞
賛
さ

れ
、
外
務
省
の
構
内
に
彼
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
。

陸
奥
宗
光
（
一
八
四
四
～
一
八
九
七
）

陸
奥
宗
光
は
一
八
四
四
年
、
和
歌
山
に
生
ま
れ
る
。
一
九
歳
で
京
都
に
赴
き
、

坂
本
龍
馬
の
知
遇
を
得
て
、
海
援
隊
に
入
隊
。
一
八
六
七
年
、
岩
倉
具
視
に
開
国

進
取
の
政
策
を
説
き
、
翌
年
、
岩
倉
の
推
挙
で
外
国
事
務
局
御
用
掛
に
任
官
。
以

後
、
神
奈
川
県
知
事
や
元
老
院
議
官
を
歴
任
。

一
八
七
八
年
、
土
佐
立
志
社
事
件
に
関
係
し
て
禁
獄
五
年
と
な
り
、
一
八
八
三

年
出
獄
。
翌
年
か
ら
欧
米
諸
国
に
外
遊
。
一
八
八
六
年
に
帰
国
し
、
弁
理
公
使

に
任
じ
ら
れ
て
外
務
省
に
在
勤
。
一
八
八
八
年
、
特
命
全
権
公
使
と
し
て
ア
メ

リ
カ
在
勤
。
同
年
一
一
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
メ
キ
シ
コ
と
の
対
等
条
約
に
調
印
。

一
八
九
〇
年
に
帰
国
し
、山
県
内
閣
の
農
商
務
大
臣
に
就
任
。
一
八
九
二
年
三
月
、

農
商
務
大
臣
を
辞
任
、
枢
密
顧
問
官
と
な
る
。

一
八
九
二
年
八
月
、
伊
藤
内
閣
の
外
相
に
就
任
。
条
約
改
正
に
取
り
組
む
。

一
八
九
四
年
七
月
一
六
日
に
日
英
通
商
航
海
条
約
調
印
。
一
八
九
四
年
八
月
に
日

清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
時
局
処
理
に
努
力
し
、
一
八
九
五
年
、
下
関
で
の
清
国

と
の
講
和
会
議
に
臨
み
、
同
年
四
月
一
七
日
に
日
清
講
和
条
約
調
印
。
直
後
に
ド

イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
に
よ
る
三
国
干
渉
が
あ
り
、
遼
東
半
島
還
付
を
決
定
。

激
務
か
ら
体
調
を
崩
し
、
静
養
に
努
め
た
が
、
一
八
九
六
年
五
月
、
外
務
大
臣
を

辞
任
。
一
八
九
七
年
八
月
二
四
日
、
病
没
。
享
年
五
四
歳
。


